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東
北
文
化
研
究
所
紀
要
　

第
四
十
八
号
　

二
〇
一
六
年
十
二
月

は
じ
め
に

　

全
国
の
在
地
社
会
を
み
て
い
く
と
、
中
世
の
時
期
に
は
各
地
で
荘
園
の
世
界

が
展
開
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
ら
の
荘
園
に
つ
い
て
の
こ
さ
れ
た
研
究
成

果
は
数
量
的
に
各
地
で
差
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
例
え
ば
、
飛
騨
国
（
現
岐
阜
県

北
部
）
に
つ
い
て
は
『
講
座
日
本
荘
園
史

（
１
）

』
に
は
項
目
自
体
が
な
く
、『
荘
園

分
布
図

（
２
）

』
と
『
日
本
荘
園
デ
ー
タ

（
３
）

』
に
は
白
川
荘
（
白
川
郷
）・
穴
野
御
厨
・

岡
本
保
・
河
上
荘
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
本
稿
で
も
こ
れ
ら
の
荘
園
に
つ
い
て

中
世
後
期
の
情
報
を
一
部
並
べ
て
み
る
こ
と
が
精
一
杯
で
あ
る
が
、
ま
ず
は
各

荘
園
の
歴
史
を
整
理
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
や
今
後
の
課
題
を
認
識
す
る
こ

と
に
つ
な
げ
た
い
。
な
お
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
三
つ
の
荘
園
に
つ
い
て
は
以

下
、
各
章
の
冒
頭
に
掲
げ
る
【
図
一
～
三

（
４
）

】
も
あ
わ
せ
て
参
照
し
て
い
た
だ
き

た
い
。

一
、
山
科
家
領
岡
本
保
と
守
護
・
国
司

　

さ
て
、
ま
ず
「
注
進
　

仁
安
元
年
（
一
一
六
六
。
筆
者
註
）
色
々
雑
物
進
未

事
」
と
さ
れ
た
注
進
状

（
５
）

の
中
に
は
「
岡
本
郷
」
が
登
場
す
る
。
こ
こ
は
現
在
の

【図一】飛騨国岡本保・周辺地形図

江名子

上岡本

下岡本

岡本保

石浦郷

飛
騨
国
の
荘
園
・
村
社
会
　
　

岡
本
保
・
河
上
荘
・
白
川
郷
　
　

若
　

林
　

陵
　

一
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飛
騨
国
の
荘
園
・
村
社
会
　
　

岡
本
保
・
河
上
荘
・
白
川
郷
　
　

岐
阜
県
高
山
市
岡
本
町
・
上
岡
本
町
・
下
岡
本
町
の
あ
た
り
に
比
定
さ
れ
る

（
前
頁
の
【
図
一
】
参
照
）
が
、
そ
の
後
同
郷
は
「
岡
本
保
」
と
し
て
確
認
さ

れ
る
。
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

【
史
料
一
】
足
利
将
軍
家
御
教
書
案
（
山
科
家
古
文
書

（
６
）

）

　
　

 

山
科
新
中
将
教
遠
朝
臣
申
、
飛
騨
国
岡
本
上
・
下
保
事
、
於
彼
知
行
分
者
、

拝
領
以
来
当
知
行
上
、
就
被
仰
下
、
所
被
止
料
所
之
号
也
、
不
可
有
遵
行
、

至
自
余
地
闕
所
分
者
、
可
被
沙
汰
付
御
代
官
、
若
有
子
細
者
、
可
被
注
申

之
状
、
依
仰
執
達
如
件
、

　
　
　
　
　

康
応
元
年
六
月
十
七
日
　

左
（

斯

波

義

将

）

衛
門
佐

判

　
　
　
　
　
　

佐（

京

極

高

秀

）

々
木
大
膳
大
夫
殿

　

こ
こ
で
は
岡
本
保
が
上
保
と
下
保
に
な
り
、
と
も
に
公
家
山
科
教
遠
の
所
領

と
な
っ
て
登
場
す
る
。【
史
料
一
】
で
は
、
康
応
元
年
（
一
三
八
九
）、
山
科
家

の
「
当
知
行
」
が
認
め
ら
れ
、
室
町
幕
府
（
「
左
衛
門
佐
」
斯
波
義
将
は
当
時

の
管
領
）
が
飛
騨
守
護
の
京
極
高
秀
（「
佐
々
木
大
膳
大
夫

（
７
）

」）
へ
「
料
所
の
号

を
止
め
」
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。

　

そ
の
後
、
応
永
十
三
年
（
一
四
〇
六
）
に
は
、『
教
言
卿
記
』（
同
じ
く
山
科

教
言
の
日
記
）
に
岡
本
が
登
場
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
石
浦
・
岡
本
」（
石
浦
は

現
高
山
市
石
浦
町
）
は
本
来
、
山
科
教
遠
の
所
領
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
当
時
は
「
国

人
」
が
押
領
し
た
よ
う
で
、
「
只
今
常
諶
禅
門
（
小
島
常
諶
。
小
島
氏
は
国
司

姉
小
路
氏
の
一
族
。
筆
者
註
）
本
知
行
之
地
ト
申
歟

（
８
）

」
状
態
に
な
っ
て
い
た
。

そ
し
て
、
同
十
五
年
に
は
、
教
遠
（
「
山
科
治
部
卿
殿
」）
へ
そ
の
「
岡
本
上
・

下
保

石
浦
郷
」
が
返
還
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る

（
９
）

。
さ
ら
に
、
岡
本
保
な
ど
は
数

年
後
、
次
の
史
料
に
も
登
場
す
る
。

　

【
史
料
二
】
足
利
義
持
袖
判
御
教
書
案
（
佐
々
木
文
書

）
10
（

）

　
　
　
　
　

御

勝
定
院
殿
様判

　
　

 

飛
騨
国
石
浦
郷
□

（
地
頭
）

□
職
、
同
国
江
名
子

岡
本
保
等
事
、
止
料
所
之
儀
、

所
預
置
佐（

京

極

高

光

）

々
木
大
膳
大
夫
入
道
々
通
也
者
、
早
守
先
例
、
可
致
沙
汰
之
状

如
件
、

　
　
　

応
永
十
八
年
十
月
十
四
日

　

こ
の
史
料
は
室
町
将
軍
の
御
教
書
で
あ
る
。
応
永
十
八
年
（
一
四
一
一
）
十

月
、
石
浦
郷
・
江
名
子
（
現
高
山
市
江
名
子
町
）
と
と
も
に
岡
本
保
に
つ
い
て
、

今
後
は
「
料
所
の
儀
を
止
め
」
、
飛
騨
守
護
の
京
極
高
光
（
「
佐
々
木
大
膳
大

夫
」。【
史
料
一
】
の
高
秀
孫
）
へ
預
け
置
く
よ
う
、
そ
の
知
行
を
保
障
し
て
い

る
。
な
お
、【
史
料
二
】
の
翌
月
に
は
同
じ
内
容
の
幕
府
御
教
書

）
11
（

が
佐
々
木
大

膳
大
夫
入
道
宛
で
発
さ
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、【
史
料
二
】
に
あ
る
「
料
所
」
と
は
山
科
家
領
の
こ
と
で
あ
ろ

う
か
。
そ
れ
と
も
何
か
幕
府
料
所
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
と
も
か
く
そ
れ
を
止

め
、
こ
こ
で
は
守
護
の
知
行
を
安
堵
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、【
史
料
一
】

と
同
じ
く
当
時
も
岡
本
保
に
は
山
科
家
の
影
響
が
あ
り
、
そ
れ
と
【
史
料
二
】

の
「
料
所
」
や
京
極
氏
「
預
け
置
」
分
が
交
錯
し
た
状
況
が
想
定
さ
れ
る
。

　

ま
た
、【
史
料
二
】
は
京
極
高
光
へ
の
姉
小
路
氏
の
乱
（
応
永
飛
騨
の
乱
）

の
恩
賞
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
乱
は
応
永
十
八
年
一
月
、
飛
騨

国
司
姉
小
路
氏
と
室
町
幕
府
・
守
護
の
争
い
の
も
と
、
姉
小
路
尹
綱
が
追
討
さ

れ
た
も
の
で
あ
る

）
12
（

。
そ
し
て
、
こ
の
地
域
で
は
そ
の
前
後
の
時
期
、
国
司
勢
力

も
強
く
影
響
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
点
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
上
で
時
期

を
下
ら
せ
て
、
次
の
史
料
を
み
て
み
よ
う
。
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東
北
文
化
研
究
所
紀
要
　

第
四
十
八
号
　

二
〇
一
六
年
十
二
月

　

【
史
料
三
】 

山
科
家
雑
掌
申
状
写
（『
山
科
家
礼
記
』〈
重
胤
記
〉
文
明
三
年

十
月
三
日
）

　
　
　
　

山
科
内

（

言

国

）

蔵
頭
家
雑
掌
謹
言
上
、

　
　

 

右
子
細
者
、
当
家
旧
領
飛
騨
国
江
名
子
・
松
橋
・
石
浦
郷
・
岡
本
上
下
保

等
事
、
帯
代
々
御
判
御
教
書
・
遵
行
以
下
証
文
知
行
無
相
違
、
而
於
国
之

代
官
職
者
、
一
旦忩

当
国
之
国
司
小
嶋
少

（
勝
言
）

将
仁

預
之
置
処
、
彼
国
司
父
子
相

論
之
刻
、
就
国
急

（　

劇
ヵ
）

割
守
護
代
押
領
以
外
之
子
細
也
、
此
段
就
歎
申
、
応
仁

元
年

仁

被
経
御
沙
汰
御
糺
明
之
処
、
守
護
代
無
指
陳
答
之
間
、
既
可
有
御

成
敗
時
節
、
一
乱
出
来
之
間
、
于
今
送
年
序
之
条
不
運
之
至
也
、
然
彼
守

護
代
多
賀
出
雲
入
道
御
歎
令
同
意
、
致
緩
怠
之
上
者
、
任
理
運
如
元
厳
重

被
成
下
御
成
敗
者
、
可
畏
入
存
者
也
、
仍
粗
謹
言
上
如
件
、

　
　
　
　
　
　

文
明
三
年
十
月
　

日

　

文
明
三
年
（
一
四
七
一
）
の
こ
の
史
料
に
よ
る
と
、
山
科
家
は
岡
本
上
下
保

な
ど
飛
騨
国
に
お
け
る
家
領
の
代
官
職
（「
国
の
代
官
職
」）
を
当
初
は
国
司
小

島
少
将
（
小
島
勝
言
。
姉
小
路
氏
一
族
）
へ
預
け
置
い
た

）
13
（

が
、
同
家
が
混
乱
す

る
中
、
守
護
代
多
賀
出
雲
入
道
が
そ
れ
を
押
領
し
た
よ
う
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
も
こ
の
年
に
は
、
同
所
を
山
科
家
へ
返
す
よ
う
室
町
幕
府
の
奉
書
が

①
山
科
家
宛
、
②
守
護
宛
、
③
姉
小
路
氏
・
国
人
江
馬
氏
宛
に
そ
れ
ぞ
れ
出
さ

れ
て
い
る

）
14
（

。
し
か
し
、
岡
本
保
に
つ
い
て
そ
の
後
も
現
地
で
は
混
乱
が
続
い
た

の
で
あ
ろ
う
。
文
明
十
二
年
（
一
四
八
〇
）、
山
科
家
が
伝
奏
に
訴
え
た
近
来

の
「
本
所
不
知
行
所
々
」
の
う
ち
に
同
じ
く
「
飛
騨
国
〈
江
名
子
・
松
橋
・
石

浦
・
白
川
・
岡
本
等
〉」
と
み
ら
れ
る

）
15
（

。

　

以
上
、
十
五
世
紀
頃
の
岡
本
保
に
つ
い
て
ま
と
め
た
い
。
こ
の
地
域
に
お
い

て
は
国
司
の
影
響
力
が
強
く
、
さ
ら
に
当
該
期
に
は
守
護
・
守
護
代
、
守
護
勢

力
の
動
向
が
顕
著
に
な
っ
て
来
る
。
一
方
、
荘
園
領
主
山
科
家
の
勢
力
も
依
然

維
持
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
、
岡
本
保
を
め
ぐ
っ
て
は
当
時
複
数
（
種
類
）
の

領
主
が
拮
抗
し
て
い
た
。
そ
の
点
が
同
保
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
り
、
こ
れ
は
当

該
期
の
荘
園
に
広
く
確
認
さ
れ
る
傾
向
の
一
つ
と
も
言
え
よ
う
。
ま
た
、
岡
本

保
は
上
保
・
下
保
へ
と
分
か
れ
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
近
世
に
は

上
岡
本
村
・
下
岡
本
村
が
登
場
し
、
こ
れ
ら
の
移
行
に
つ
い
て
は
複
数
の
領
主

権
力
と
の
関
係
も
含
め
今
後
の
課
題
に
し
た
い
。

　

な
お
、
岡
本
保
に
お
け
る
荘
園
領
主
山
科
家
や
幕
府
・
守
護
・
在
地
諸
勢
力

と
の
関
係
、
先
に
今
後
の
課
題
と
し
た
上
保
・
下
保
・
上
下
岡
本
村
と
い
っ
た

複
数
集
落
の
動
向
な
ど
は
、
例
え
ば
和
泉
国
日
根
荘

）
16
（

と
の
類
似
性
を
評
価
で
き

る
か
も
し
れ
な
い
。
同
荘
で
も
当
該
期
、
荘
内
に
日
根
野
村
・
入
山
田
村
等
、

さ
ら
に
内
部
の
小
集
落
（「
村
」）
が
分
立
し
、
そ
れ
と
は
別
に
荘
園
領
主
九
条

家
、
守
護
勢
力
な
ど
の
動
向
が
う
か
が
え
る
。

　

双
方
の
比
較
な
ど
詳
細
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
以
下
、
二
の

河
上
荘
や
三
の
白
川
郷
で
も
そ
れ
ぞ
れ
の
村
の
す
が
た
・
特
徴
を
は
っ
き
り
さ
せ

る
た
め
、
他
国
・
他
地
域
で
当
荘
園
・
村
と
似
た
事
例
を
発
見
し
て
い
き
た
い
。

二
、
白
山
長
瀧
寺
領
河
上
荘
と
「
公
領
」

　

河
上
荘
は
現
在
の
高
山
市
清
見
町
と
旧
高
山
市
内
の
川
上
川
沿
岸
部
に
比
定

さ
れ
（
次
頁
の
【
図
二
】
参
照
）、
こ
こ
も
元
来
、「
川
（
河
）
上
郷
」
と
し
て

確
認
さ
れ
た
所
で
あ
る

）
17
（

。
建
長
七
年
（
一
二
五
五
）
に
は
大
野
郡
河
上
荘
が
立
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飛
騨
国
の
荘
園
・
村
社
会
　
　

岡
本
保
・
河
上
荘
・
白
川
郷
　
　

荘
さ
れ
、
美
濃
国
白
山
長
瀧
寺
領
と
し
て
認
め
ら
れ
た

）
18
（

。

　

な
お
、
長
瀧
寺
は
現
在
も
岐
阜
県
郡
上
市
白
鳥
町
に
位
置
し
、
古
く
よ
り
白

山
中
宮
長
瀧
寺
と
呼
ば
れ
た
。
美
濃
禅
定
道
に
お
け
る
白
山
信
仰
の
拠
点
（
美

濃
馬
場
）
と
し
て
知
ら
れ
、
河
上
荘
な
ど
飛
騨
国
大
野
郡
内
、
山
田
荘
な
ど
美

濃
国
郡
上
郡
内
に
寺
領
を
持
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

　

で
は
、
河
上
荘
に
お
け
る
そ
の
寺
領
関
係
の
史
料
を
一
点
ま
ず
み
て
み
た
い
。

　

【
史
料
四
】
足
利
義
満
御
教
書
写
（
楓
軒
文
書
纂
）

　
　

 

白
山
長
瀧
寺
領
飛
騨
国
河
上
庄
事
、
早
任
官
苻
宣
・
御
下
知
已
下
証
文

当
知
行
之
旨
、
当
寺
領
掌
不
可
有
相
違
之
状
如
件
、

　
　
　

応
永
三
年
二
月
廿
一
日

　
　
　
　

入（

足

利

義

満

）

道
准
三
宮
太
政
大
臣
御
判

　

【
史
料
四
】
で
は
応
永
三
年
（
一
三
九
六
）、「
官
苻
宣
・（
室
町
将
軍
）
御

下
知
已
下
証
文

び
に
（
長
瀧
寺
）
当
知
行
の
旨
」
に
従
っ
て
、
長
瀧
寺
領
と

し
て
河
上
荘
が
認
め
ら
れ
た
。
な
お
、【
史
料
四
】
を
含
む
「
楓
軒
文
書
纂
」
は
、

儒
学
者
・
水
戸
藩
主
侍
読
の
小
宮
山
昌
秀
（
楓
軒
）
が
各
地
の
寺
社
に
伝
来
す

る
貴
重
な
古
文
書
類
を
書
写
・
収
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
本
来
の

「
長
瀧
寺
文
書
」
が
あ
っ
た
こ
と
、
河
上
荘
関
係
史
料
も
多
く
写
本
と
し
て
含

ま
れ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る

）
19
（

。

　

な
お
、
河
上
荘
に
関
し
て
は
そ
の
後
も
「
河
上
庄
段
銭
以
下
諸
公
事

臨
時

課
役
事
」
免
除

）
20
（

や
「
守
護
使
不
入
」
の
件
が
問
題
と
な
り
、
足
利
将
軍
や
室
町

幕
府
か
ら
の
安
堵
の
旨
が
度
々
出
さ
れ
た

）
21
（

。
そ
し
て
、
関
係
し
て
次
の
よ
う
な

史
料
も
の
こ
さ
れ
る
。

　

【
史
料
五
】
飛
騨
守
護
京
極
氏
被
官
連
署
奉
書
（
長
瀧
寺
文
書

）
22
（

）

　
　

 

飛
州
大
野
郡
河
上
庄
内
神
領
買
地
事
、
為
数
年
不
知
行
上
者
、
為
新
御
寄

進
被
仰
付
訖
、
可
被
全
知
行
由
、
依
仰
執
達
如
件
、

　
　
　
　
　

長
享
弐
年
九
月
卅
日
　
　

師
貞
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秀
（
下
坂
）

隆
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　

年

白
山
長
瀧
寺

行
事

　

【
史
料
五
】
は
長
享
二
年
（
一
四
八
八
）、
守
護
京
極
氏
の
被
官
師
貞
・
下

坂
秀
隆

）
23
（

か
ら
長
瀧
寺
へ
下
さ
れ
た
奉
書
（
遵
行
状
）
で
、
そ
こ
で
は
河
上
荘
「
神

領
買
地
」
の
件
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
か
、

【図二】飛騨国河上荘地形図

牧ヶ洞

福寄

新宮

下切

中野

河上荘
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東
北
文
化
研
究
所
紀
要
　

第
四
十
八
号
　

二
〇
一
六
年
十
二
月

守
護
勢
力
に
よ
る
押
領
が
あ
っ
た
か
、
同
荘
は
「
数
年
不
知
行
」
で
あ
っ
た
が
、

今
回
新
し
く
（
改
め
て
）
同
寺
へ
の
寄
進
分
と
し
て
認
め
ら
れ
た
と
い
う
。

　

そ
し
て
、
さ
ら
に
下
っ
て
、
次
の
史
料
が
み
ら
れ
る
。

　

【
史
料
六
】
三
木
直
頼
・
同
直
弘
連
署
状
（
長
瀧
寺
文
書
）

　
　

 

就
公
領
長
瀧
寺
公
方
年
貢
不
致
進
納
候
之
由
承
候
、
近
比
曲
事
ニ
候
、
厳

重
ニ
可
致
奔
走
候
、
無
沙
汰
有
之
者
候
者
、
被
召
連
、
可
有
御
裁
許
由
令

申
候
、
其
上
於
如
在
ハ
召
放
、
別
仁
可
申
付
候
、
恐
々
謹
言
、

　
　
　
　
　

天
文
十
四
巳乙

　
　
　
　
　
　
　

十
一
月
十
七
日
　
　

直
（
三
木
）

弘
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

直
（
三
木
）

頼
（
花
押
）

　
　
　
　
　

河
上

　
　
　
　
　
　

名
主
百
姓
中

　

天
文
十
四
年
（
一
五
四
五
）
、
三
木
直
弘
・
直
頼
か
ら
河
上
荘
名
主
百
姓
中

へ
【
史
料
六
】
が
下
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
長
瀧
寺
へ
の
「
公
方
年
貢
」
が
納

め
ら
れ
ず
に
「
近
比
曲
事
に
候
」
。
そ
の
た
め
「
厳
重
に
」
勤
め
よ
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
な
お
、
三
木
氏
は
も
と
守
護
京
極
氏
・
守
護
代
多
賀
氏
の
被
官
・

代
官
な
ど
と
し
て
活
動
し
た
と
言
わ
れ
る
が
、
戦
国
期
に
は
京
極
氏
や
国
司
姉

小
路
氏
（
先
述
）
が
後
退
す
る
一
方
、
自
ら
の
勢
力
を
飛
騨
国
内
で
拡
大
さ
せ

た
よ
う
で
あ
る

）
24
（

。

　

と
こ
ろ
で
、
飛
騨
国
の
荘
園
・
村
関
係
の
史
料
で
は
今
後
、
よ
り
在
地
の

人
々
の
動
き
を
み
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
思
う
が
、
そ
の
意
味
で
も
同
史
料

の
内
容
は
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
河
上
の
名
主
・
百
姓
ら
は
、
対
象
の
所

は
「
公
領
」
で
あ
る
と
し
て
、
荘
園
領
主
長
瀧
寺
へ
年
貢
を
納
め
よ
う
と
し
な

い
の
で
あ
る
と
、
解
釈
で
き
る

）
25
（

。
そ
し
て
、
こ
の
史
料
か
ら
は
同
荘
で
も
一
の

岡
本
同
様
、
当
時
は
複
数
の
領
有
主
体
（
年
貢
納
入
先
）
が
あ
っ
た
可
能
性
を

お
さ
え
、
ま
た
そ
の
状
況
下
で
河
上
の
名
主
百
姓
中
が
主
体
的
に
行
動
し
て
い

る
点
を
重
視
し
た
い
。

　

な
お
、『
荘
厳
講
記
録
』
弘
治
二
年
条
（
長
瀧
寺
蔵

）
26
（

）
に
は
「
川
上
神
領
、

寅
（
天
文
二
十
三
年
。
筆
者
註
）
秋
ヨ
リ
三
木
被
押
、
両
年
不
納
候
、
…
辰
（
弘

治
二
年
。
一
五
五
六
）
秋
ヨ
リ
寺
納
候
」
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、【
史
料
六
】

よ
り
少
し
下
っ
て
、
三
木
氏
は
「
川
上
」（
河
上
）
白
山
神
領
を
「
押
」
領
す

る
主
体
と
し
て
も
登
場
す
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
十
五
世
紀
前
後
か
ら
十
六
世
紀
に
か
け
て
の
河
上
荘
の
す
が
た
を
ま

と
め
た
い
。
同
荘
で
は
当
初
、
荘
園
領
主
の
白
山
長
瀧
寺
の
影
響
、
の
ち
に
守

護
・
国
人
の
動
向
が
み
ら
れ
た
が
、
一
方
、
そ
の
中
で
河
上
の
名
主
・
百
姓
ら

の
主
体
的
動
き
も
確
認
さ
れ
た

）
27
（

。
な
お
、
こ
の
頃
、
複
数
の
領
有
主
体
が
拮
抗

し
た
様
は
先
に
も
み
た
通
り
で
あ
る
が
、
一
や
二
両
荘
の
社
会
で
は
そ
の
中
に

公
領
・
国
衙
勢
力
の
広
が
り
も
う
か
が
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
河
上
荘
に
は
福

寄
・
牧
ヶ
洞
・
中
野
（
の
ち
三
日
町
）・
新
宮
・
下
切
な
ど
の
小
集
落
が
あ
っ

た
）
28
（

が
、
こ
ち
ら
も
近
世
の
村
々
へ
の
流
れ
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

　

さ
て
、
長
瀧
寺
・
同
寺
領
河
上
荘
と
共
通
す
る
他
地
域
の
事
例
と
し
て
、
筆

者
は
紀
伊
国
粉
河
寺
・
同
寺
領
東
村
の
事
例
に
注
目
し
た
い
。
特
に
こ
れ
ら
は

と
も
に
在
地
寺
院
が
強
く
村
に
か
か
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
点
、
東
村
は
「
王
子

神
社
文
書
」
に
み
る
惣
村
の
好
例
で
あ
る
点

）
29
（

、【
史
料
六
】
で
み
た
河
上
名
主

百
姓
中
の
動
き
な
ど
に
今
後
、
あ
わ
せ
て
注
意
し
よ
う
。
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飛
騨
国
の
荘
園
・
村
社
会
　
　

岡
本
保
・
河
上
荘
・
白
川
郷
　
　

三
、
白
川
郷
と
善
俊
・
照
蓮
寺

　

三
で
は
も
う
一
つ
白
川
郷
（
白
川
荘
・
白
川
。
現
岐
阜
県
大
野
郡
白
川
村
と

高
山
市
荘
川
町
・
清
見
町
の
一
部
。
左
の
【
図
三
】
参
照
）
を
取
り
上
げ
、
む

す
び
に
つ
な
げ
た
い
。
な
お
、
こ
こ
は
図
か
ら
も
想
定
で
き
る
よ
う
に
、
大
き

く
二
つ
の
区
域
（
下
白
川
と
上
白
川
）
に
分
か
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
成
り
立
ち

や
そ
の
後
（
近
世
の
四
十
二
ヶ
村
に
つ
い
て
も
）
の
過
程
な
ど
は
今
後
の
課
題

で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
白
川
」
の
地
全
体
に
お
け
る
人
々
の
動
き
か
ら
飛
騨

国
の
一
社
会
を
考
え
よ
う
。

　

さ
て
、
平
治
元
年
（
一
一
五
九
）、
初
め
て
藤
原
俊
家
家
領
「
白
川
御
庄
」

が
登
場
し
た
が

）
30
（

、
基
本
的
に
以
降
、
こ
こ
は
「
白
川
郷
」
や
単
に
「
白
川
」
と

表
記
さ
れ
る
。
安
元
元
年
（
一
一
七
六
）
に
は
、
関
白
藤
原
基
房
が
白
川
郷
を

藤
原
頼
実
へ
給
す
る
（「
飛
騨
国
白
川
郷
可
給
頼
実

）
31
（

」）
な
ど
、
こ
の
頃
は
摂
関

【図三】飛騨国白川郷地形図

椿原

荻町

飯島
鳩ヶ谷

下白河

白川郷

牧野

中野

黒谷

三尾河
新淵

上白河
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東
北
文
化
研
究
所
紀
要
　

第
四
十
八
号
　

二
〇
一
六
年
十
二
月

家
領
と
し
て
確
認
さ
れ
る
が
、
そ
の
後
の
状
況
は
は
っ
き
り
し
な
い
。

　

福
井
重
治
氏
に
よ
る
と
、
文
明
十
七
年
（
一
四
八
五
）
か
ら
明
応
七
年
（
一

四
九
八
）
ま
で
各
寺
院
に
本
願
寺
の
宗
主
が
下
付
し
た
本
尊
（
絵
像
）
に
、「
白

川
善
俊
門
徒
」
云
々
と
裏
書
さ
れ
た
も
の
が
二
十
点
程
確
認
で
き
る
と
い
う

）
32
（

。

そ
の
う
ち
か
ら
ま
ず
一
例
を
掲
載
し
よ
う
。

　

【
史
料
七
】
方
便
法
身
尊
形
裏
書
（
本
光
寺
所
蔵
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
願
寺
釈
蓮
如
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

文
明
十
七
年
乙
巳
十
一
月
廿
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

飛
騨
国
白
河

（
川
）

善
俊
門
徒

　
　

方
便
法
身
尊
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

美
濃
国
郡
上
郡
奈
良
谷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

願
主
　

釈
円
実

　

【
史
料
七
】
は
そ
の
二
十
点
程
の
う
ち

古
の
も
の
（
現
飛
騨
市
古
川
町
本

光
寺
所
蔵
）
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
本
願
寺
八
世
蓮
如
が
善
俊
を
通
じ
て
美
濃
国

郡
上
郡
奈
良
谷
（
現
高
山
市
清
見
町
楢
谷
か
）
の
僧
円
実
（
「
白
河
（
川
）
善

俊
門
徒
」
）
へ
方
便
法
身
尊
形
を
下
付
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
な
お
、
善

俊
は
白
川
に
在
住
し
た
僧
で
、
十
五
世
紀
後
半
頃
に
本
願
寺
と
在
地
と
の
仲
介

役
、
白
川
・
周
辺
で
真
宗
を
広
め
た
存
在
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る

）
33
（

。
そ
し
て
、

そ
の
善
俊
の
行
動
範
囲
で
あ
る
が
、
【
史
料
七
】
を
含
む
先
述
し
た
一
連
の
本

尊
裏
書
か
ら
は
白
川
（
大
野
郡
）
や
郡
上
郡
内
、
そ
の
ほ
か
一
の
河
上
荘
を
は

じ
め
大
野
郡
内
各
地
が
対
象
と
し
て
確
認
さ
れ
る
。

　

し
か
し
、
後
に
な
る
と
、
本
願
寺
と
在
地
を
仲
介
す
る
主
体
は
次
の
史
料
の

よ
う
に
変
化
す
る
。

　

【
史
料
八
】
方
便
法
身
尊
像
裏
書
（
常
光
寺
蔵
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
谷
本
願
寺
釈
実
如
（
花
押
）

　
　

方
便
法
身
尊
像
　
　
　
　

永
正
八
年
二
月
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

照
蓮
寺
門
徒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

飛
州
椿
原

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

願
主
釈
空
西

　

【
史
料
八
】
は
永
正
八
年
（
一
五
一
一
）、
次
は
本
願
寺
九
世
実
如
か
ら
空

西
へ
下
付
し
た
も
の
で
あ
る
。
空
西
の
と
こ
ろ
に
記
さ
れ
た
「
飛
州
椿
原
」
と

は
、
白
川
郷
内
の
そ
れ
（
現
白
川
村
椿
原
）
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
も

空
西
と
本
願
寺
の
間
を
先
の
【
史
料
七
】
と
同
様
に
考
え
る
と
、
そ
れ
は
照
蓮

寺
が
仲
介
し
た
と
み
ら
れ
る
。
同
じ
よ
う
に
「
照
蓮
寺
門
徒
」
と
裏
書
さ
れ
た

本
尊
も
い
ま
四
十
点
弱
の
こ
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
照
蓮
寺
と
は
も
と
白
川
郷

中
野
（
現
高
山
市
荘
川
町
中
野
）
に
あ
っ
た
真
宗
寺
院
（
中
野
御
坊
・
正
蓮
寺
）

で
、
そ
れ
が
十
六
世
紀
に
入
る
頃
か
ら
本
願
寺
の
飛
騨
国
に
お
け
る
拠
点
に

な
っ
た
。
な
お
、
照
蓮
寺
は
の
ち
に
現
在
の
高
山
市
鉄
砲
町
の
地
（
近
世
高
山

藩
主
金
森
氏
の
本
拠
高
山
城
の
そ
ば
）
に
移
動
す
る
。

　

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
史
料
を
み
る
と
、
文
明
（【
史
料
七
】）
以
降
か
ら
永
正

（【
史
料
八
】）
に
か
け
て
、
在
地
に
お
け
る
本
願
寺
の
布
教
シ
ス
テ
ム
に
は
何

ら
か
の
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
福
井
氏
に
よ
る
そ

の
ほ
か
の
本
尊
裏
書
ま
で
を
含
め
ま
と
め
た
デ
ー
タ

）
34
（

か
ら
は
、
明
応
三
年
～
大

永
四
年
（
一
五
二
四
）
頃
に
白
川
照
蓮
寺
の
関
与
が
う
か
が
え
る
よ
う
に
な
る
。

こ
れ
は
本
願
寺
に
よ
る
本
尊
の
各
在
地
社
会
へ
の
下
付
が
先
の
善
俊
ら
個
人
の

仲
介
か
ら
照
蓮
寺
に
よ
る
も
の
（「
照
蓮
寺
門
徒
」
の
形
成
）
へ
と
変
わ
り
つ
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飛
騨
国
の
荘
園
・
村
社
会
　
　

岡
本
保
・
河
上
荘
・
白
川
郷
　
　

つ
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
、
そ
れ
が
こ
こ
で
は
【
史
料
七
】
と
【
史
料
八
】
の

差
と
な
っ
て
み
え
た
の
で
あ
ろ
う

）
35
（

。
な
お
、
こ
の
種
の
史
料
と
し
て
は
ほ
か
に

も
、
「
照
蓮
寺
門
徒
白
川
郷
新
淵
村
」
を
記
し
た
方
便
法
身
尊
像
裏
書
（
法
蔵

寺
所
蔵

）
36
（

）
は
じ
め
白
川
郷
内
の
飯
島
・
鳩
ヶ
谷
・
荻
町
・
牧
野
（
牧
）・
六
馬

屋
（
六
厩
）・
中
野
・
三
尾
郷
（
三
尾
河
）
な
ど
を
記
載
し
た
も
の
が
み
ら
れ
る
。

　

以
上
、
十
五
世
紀
後
半
か
ら
十
六
世
紀
の
白
川
郷
の
す
が
た
を
ま
と
め
よ

う
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
さ
ら
に
下
っ
た
時
期
に
、
い
わ
ゆ
る
「
本
願
寺
勢

力
下
の
村
」
が
二
段
階
に
わ
た
っ
て
確
認
さ
れ
た
。
こ
れ
は
先
に
み
た
岡
本
保

や
河
上
荘
と
は
ま
た
違
っ
た
、
白
川
郷
の
世
界
と
し
て
注
目
さ
れ
よ
う

）
37
（

。
同

郷
・
周
辺
地
域
で
は
そ
の
後
、
本
願
寺
と
在
地
武
士
た
ち
と
の
接
触
、
照
蓮
寺

の
さ
ら
な
る
動
向
、
一
向
一
揆
の
終
焉
な
ど
が
知
ら
れ
る
が
、
本
稿
で
は
そ
の

前
、
一
荘
園
・
郷
世
界
と
し
て
白
川
郷
の
あ
り
方
を
と
ら
え
、
そ
の
後
の
展
開

に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
考
え
た
い
。

　

な
お
、
同
村
に
お
け
る
前
代
か
ら
の
道
場
や
照
蓮
寺
の
よ
う
な
本
願
寺
系
在

地
寺
院
の
存
在
と
言
え
ば
、
近
江
国
堅
田
に
お
け
る
本
福
寺
の
事
例
が
注
目
さ

れ
よ
う
。
そ
こ
で
は
、
永
井
隆
之
氏
ら
に
よ
っ
て
当
該
期
の
湖
岸
村
落
間
連
合

の
中
で
の
堅
田
の
位
置
付
け
が
、
本
福
寺
（
馬
場
道
場
）・
三
上
氏
（
全
人
）

の
動
向
と
合
わ
せ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る

）
38
（

。
そ
し
て
、
こ
の
白
川
郷
や
善
俊
の
道

場
、
照
蓮
寺
の
事
例
は
堅
田
本
福
寺
の
こ
と
な
ど
、
当
該
期
の
在
地
社
会
を
考

え
る
上
で
も
参
考
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
飛
騨
国
の
荘
園
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
事
例

）
39
（

を
み
て
、
同
国
の
荘

園
社
会
を
一
部
紹
介
し
、
そ
れ
ら
の
記
述
を
詰
め
て
い
く
上
で
今
後
の
課
題
を

確
認
し
た
。
そ
し
て
、
特
に
そ
こ
で
み
た
三
荘
は
と
も
に
公
領
と
非
常
に
近
い

位
置
に
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
、
そ
の
点
は
国
衙
と
の
か
か
わ
り
を
含
め
、

当
該
地
域
に
お
け
る
中
世
後
期
社
会
を
み
て
い
く
上
で
、
今
後
も
考
え
る
必
要

が
あ
ろ
う
。

　

一
方
、
各
章
の
ま
と
め
か
ら
は
、
三
荘
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
が
展
開
し
て

い
た
こ
と
も
知
ら
れ
た
。
た
だ
し
、
そ
の
こ
と
が
各
荘
園
と
し
て
だ
け
で
は
な

く
、
荘
内
諸
集
落
ご
と
の
動
き
と
し
て
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
例
え
ば
、
筆
者

が
こ
れ
ま
で
み
て
来
た
近
江
国
奥
嶋
荘
・
津
田
荘

）
40
（

や
加
賀
国
倉
月
荘

）
41
（

な
ど
で
は

同
じ
中
世
後
期
に
、
現
代
に
ま
で
つ
な
が
る
規
模
の
集
落
が
あ
ら
わ
れ
、
そ
れ

ぞ
れ
独
自
の
世
界
を
展
開
さ
せ
て
い
た
。
本
稿
で
は
そ
う
し
た
「
村
」
々
の
動

き
ま
で
を
取
り
上
げ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
で
き
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
ら
の
す
が

た
を
細
か
く
み
て
い
く
こ
と
が
今
後
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
、
前
掲
【
史
料

六
】
に
あ
っ
た
よ
う
な
河
上
名
主
百
姓
中
の
主
体
的
な
動
き
や
、
白
川
郷
に
で

き
て
来
る
よ
り
ミ
ニ
マ
ム
な
集
落
ご
と
の
動
き
に
も
注
目
し
た
い
。
ま
た
、
岡

本
保
で
み
た
よ
う
な
複
数
の
領
主
や
支
配
形
態
が
、
そ
の
中
に
で
き
て
来
る
複

数
の
集
落
と
ど
う
か
か
わ
る
の
か
に
つ
い
て
も
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　

「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
通
り
、
飛
騨
国
の
荘
園
に
関
し
て
は
こ
れ
ま
で
研

究
が
多
い
と
は
言
い
難
い
。
し
か
し
、
本
稿
で
み
て
来
た
事
例
か
ら
は
、
飛
騨
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東
北
文
化
研
究
所
紀
要
　

第
四
十
八
号
　

二
〇
一
六
年
十
二
月

国
の
各
荘
園
に
は
ほ
か
の
地
域
の
よ
く
知
ら
れ
た
荘
園
と
共
通
す
る
点
、
同
荘

園
の
情
報
に
補
強
を
加
え
得
る
史
料
・
素
材
も
い
く
つ
か
み
ら
れ
た
。
そ
れ
ら

を
含
め
て
今
後
、
ま
だ
多
く
の
課
題
が
の
こ
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
た
上

で
、
本
稿
は
む
す
び
と
し
た
い
。

【
註
】

（
１
）『
講
座
日
本
荘
園
史
』
全
一
〇
巻
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
九
～
二
〇
〇
五
年
）。

（
２
）
竹
内
理
三
編
『
荘
園
分
布
図
』
上
巻
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
〇
年
）。

（
３
）『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
博
物
館
資
料
調
査
報
告
書
六

－

二
　

日
本
荘
園
デ
ー
タ

一
』（
一
九
九
五
年
）。

（
４
）
国
土
地
理
院
地
形
図
の
う
ち
、【
図
一
】（
岡
本
保
）
は
「
高
山
」「
三
日
町
」（
五

万
分
の
一
）、【
図
二
】（
河
上
荘
）
は
「
三
日
町
」（
同
）、【
図
三
】（
白
川
郷
）
は

「
金
沢
」（
二
〇
万
分
の
一
）
に
そ
れ
ぞ
れ
よ
っ
た
。

（
５
）（
仁
安
元
年
）「
飛
騨
国
雑
物
進
未
注
進
状
」（
中
右
記
部
類
第
十
六
裏
文
書
・
宮
内

庁
書
陵
部
蔵
）〔『
岐
阜
県
史
』
史
料
編
・
古
代
中
世
四
〕。

（
６
）
本
史
料
（「
内
閣
文
庫
所
蔵
文
書
　

山
科
家
古
文
書
」
）
は
『
岐
阜
県
史
』
史
料
編

古
代
・
中
世
四
に
よ
っ
た
。

（
７
）
な
お
、
当
該
期
の
飛
騨
国
守
護
、
京
極
高
秀
と
後
述
す
る
高
光
に
つ
い
て
は
佐
藤

進
一
『
室
町
幕
府
守
護
制
度
の
研
究
　

上
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
七
年
。

「
飛
驒
」
の
項
）、
岡
村
守
彦
『
飛
騨
史
考
　

中
世
編
』（
一
九
七
九
年
。
の
ち
復
刻
・

『
飛
驒
中
世
史
の
研
究
』
戎
光
祥
出
版
）、
福
井
重
治
「
広
瀬
氏
の
時
代
」（『
国
府

町
史
』
通
史
編
Ⅰ
、
中
世
編
第
二
章
、
二
〇
一
一
年
）
を
参
照
し
た
。

（
８
）『
教
言
卿
記
』
応
永
十
三
年
七
月
五
日
〔『
史
料
纂
集
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
）〕。

（
９
）『
教
言
卿
記
』
応
永
十
五
年
十
二
月
二
十
五
日
。

（
10
）「
佐
々
木
文
書
」
は
島
根
県
古
代
文
化
セ
ン
タ
ー
編
『
戦
国
大
名
尼
子
氏
の
伝
え
た

古
文
書
　

佐
々
木
文
書
』
に
よ
っ
た
。
ま
た
、
あ
わ
せ
て
『
大
日
本
史
料
』
第
七

編
之
十
四
（
東
京
大
学
出
版
会
）
で
補
訂
し
た
。

（
11
）
応
永
十
八
年
閏
十
月
二
十
日
室
町
幕
府
御
教
書
案
（
佐
々
木
文
書
）。

（
12
）
飛
騨
「
国
司
」
姉
小
路
氏
や
応
永
十
八
年
の
同
乱
に
つ
い
て
は
、『
応
永
飛
騨
の
乱

６
０
０
年
記
念
誌
　

姉
小
路
氏
と
広
瀬
』（
二
〇
一
一
年
）
、
大
藪
海
「
北
朝
・
室

町
幕
府
と
飛
騨
国
司
姉
小
路
氏
」（『
室
町
幕
府
と
地
域
権
力
』
吉
川
弘
文
館
、
二

〇
一
三
年
・
初
出
二
〇
〇
九
年
）、
堀
祥
岳
「
中
世
古
川
を
め
ぐ
る
相
克
」（『
飛
驒

古
川
　

歴
史
を
み
つ
め
て
』
第
二
部
第
五
章
、
二
〇
一
五
年
）
を
参
照
し
た
。
た

だ
し
、
大
藪
氏
が
同
乱
に
つ
い
て
、
管
領
斯
波
氏
の
勢
力
削
減
と
い
う
将
軍
足
利

義
持
の
意
図
を
背
景
に
考
え
る
点
は
、
な
お
議
論
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。

（
13
）『
山
科
家
礼
記
』
は
『
史
料
纂
集
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
）
に
よ
っ
た
。
な
お
、

当
該
地
域
の
「
国
司
」
に
つ
い
て
は
註
12
大
藪
論
文
、
堀
論
文
を
参
照
し
た
。

（
14
）
文
明
三
年
十
月
五
日
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
写
（
『
山
科
家
礼
記
』〈
久
守
記
〉

文
明
三
年
十
月
七
日
）。
こ
れ
ら
の
史
料
に
つ
い
て
も
註
12
大
藪
論
文
を
参
照
し

た
。
ま
た
、
飛
騨
国
山
科
家
領
荘
園
に
お
け
る
山
科
家
と
江
馬
氏
に
つ
い
て
は
住

修
「
文
明
三
・
四
年
期
の
山
科
家
と
江
馬
氏
の
関
係
」（『
飛
騨
の
中
世
』
五
、
二

〇
一
四
年
）
が
当
該
地
域
に
お
け
る
公
武
の
動
向
・
関
係
構
築
を
踏
ま
え
、
論
じ

て
い
る
。

（
15
）『
山
科
家
礼
記
』
文
明
十
二
年
十
一
月
十
五
日
。

（
16
）
日
根
荘
に
関
し
て
は
小
山
靖
憲
・
平
雅
行
編
『
荘
園
に
生
き
る
人
々
』（
和
泉
書
院
、

一
九
九
五
年
）、
榎
原
雅
治
「
地
域
社
会
に
お
け
る
「
村
」
の
位
置
」（『
日
本
中
世

地
域
社
会
の
構
造
』
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
・
初
出
一
九
九
八
年
）、
廣
田
浩
治

「「
政
基
公
旅
引
付
」
と
日
根
荘
」（
『
新
修
　

泉
佐
野
市
史
』
一
・
中
世
、
第
四
章
、

二
〇
〇
八
年
）
を
参
照
し
た
。

（
17
）
註
５
飛
騨
国
雑
物
進
未
注
進
状
。

（
18
）
建
長
七
年
十
一
月
十
八
日
権
別
当
某
寄
進
状
写
（
楓
軒
文
書
纂
）〔『
岐
阜
県
史
』

史
料
編
・
古
代
中
世
四
。
一
部
写
真
で
校
訂
）。『
清
見
村
誌
』
上
巻
（
一
九
七
六

年
）、『
日
本
歴
史
地
名
大
系
二
一
　

岐
阜
県
の
地
名
』（
平
凡
社
、
一
九
八
九
年
）、

中
野
義
夫
「『
楓
軒
文
書
纂
』
に
見
る
白
山
長
滝
寺
荘
園
河
上
庄
」（
『
斐
太
紀
　

研

究
紀
要
』
三
、
二
〇
一
〇
年
）
、
堀
祥
岳
「
古
川
地
域
の
中
世
的
景
観
」（『
飛
驒
古

川
　

歴
史
を
み
つ
め
て
』
第
二
部
第
四
章
、
二
〇
一
五
年
）、
福
井
重
治
「
中
世
の

高
山
盆
地
と
川
上
荘
」
（『
飛
騨
の
中
世
』
七
、
二
〇
一
六
年
）。
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飛
騨
国
の
荘
園
・
村
社
会
　
　

岡
本
保
・
河
上
荘
・
白
川
郷
　
　

（
19
）
註
18
中
野
論
文
。
な
お
、
中
野
氏
は
、
長
瀧
寺
領
河
上
荘
の
成
立
と
そ
の
後
の
経

緯
、
白
山
長
瀧
寺
と
延
暦
寺
と
の
関
係
な
ど
を
指
摘
す
る
。

（
20
）
応
永
二
十
九
年
六
月
十
三
日
足
利
義
持
御
判
御
教
書
写
（
楓
軒
文
書
纂
）、
応
永
二

十
九
年
七
月
六
日
管
領
畠
山
満
家
施
行
状
写
（
同
）。

（
21
）
永
享
三
年
十
月
十
三
日
足
利
義
教
御
判
御
教
書
写
（
楓
軒
文
書
纂
）、
文
安
四
年
十

二
月
十
四
日
足
利
将
軍
家
下
知
状
写
（
同
）・
足
利
将
軍
家
御
教
書
写
（
同
）、
康

正
二
年
七
月
二
十
一
日
足
利
義
政
御
判
御
教
書
写
（
同
）。

（
22
）「
長
瀧
寺
文
書
」
は
『
岐
阜
県
史
』
史
料
編
・
古
代
中
世
一
に
よ
っ
た
。

（
23
）
師
貞
・
秀
隆
は
同
刊
本
で
は
京
極
氏
の
「
老
臣
」
と
さ
れ
る
。

（
24
）
大
藪
海
「
戦
国
期
に
お
け
る
武
家
官
位
と
守
護
職
」（
註
12
大
藪
論
著
。
初
出
二
〇

〇
九
年
）、
註
12
堀
論
文
、
住
修
「
山
科
家
古
文
書
に
三
木
氏
を
み
る
」（『
飛
驒
の

中
世
』
七
、
二
〇
一
六
年
）。

（
25
）【
史
料
六
】
の
う
ち
特
に
傍
線
部
は
意
味
が
取
り
づ
ら
い
が
、
本
史
料
が
『
長
瀧
寺

文
書
』
に
の
こ
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
以
上
の
よ
う
に
解
釈
し
た
い
。
な
お
、

註
18
『
清
見
村
誌
』
上
巻
、『
岐
阜
県
の
地
名
』（「
河
上
庄
」
の
項
）
を
参
照
し
た
。

（
26
）
同
史
料
は
『
岐
阜
県
史
』
史
料
編
・
古
代
中
世
二
に
よ
っ
た
。

（
27
）
河
上
荘
に
お
け
る
百
姓
ら
の
動
向
と
し
て
は
今
後
、
田
口
勝
「
飛
驒
川
上
荘
、
戦

乱
の
避
難
所
「
村
の
城
」」（『
飛
驒
の
中
世
』
四
、
二
〇
一
三
年
）
に
も
注
目
し
た

い
。

（
28
）
註
18
『
清
見
村
誌
』
上
巻
、『
岐
阜
県
の
地
名
』、
中
野
論
文
。

（
29
）
東
村
に
つ
い
て
は
薗
部
寿
樹
「
中
世
惣
村
の
変
貌
」（『
日
本
歴
史
』
四
二
一
、
一

九
八
三
年
。
後
に
『
日
本
中
世
村
落
内
身
分
の
研
究
』
に
再
編
）、
高
木
徳
郎
「
村

落
景
観
の
変
容
と
地
域
社
会
」（『
日
本
中
世
地
域
環
境
史
の
研
究
』
校
倉
書
房
、

二
〇
〇
八
年
・
初
出
一
九
九
七
年
）、
同
「
粉
河
荘
東
村
　

寺
辺
領
の
村
と
領
主
」

（
山
陰
加
春
夫
編
『
き
の
く
に
荘
園
の
世
界
』
下
巻
、
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
二
年
）

を
参
照
し
た
。

（
30
）
平
治
元
年
十
二
月
五
日
藤
原
太
子
解
（
陽
明
文
庫
所
蔵
兵
範
記
仁
安
二
年
冬
巻
裏

文
書
）〔
『
平
安
遺
文
』
第
六
巻
（
東
京
堂
出
版
）〕。

（
31
）『
玉
葉
』
安
元
二
年
十
月
二
十
二
日
〔
『
玉
葉
』（
名
著
刊
行
会
）〕。

（
32
）
福
井
重
治
「
中
世
の
久
々
野
」（『
久
々
野
町
史
』
第
一
巻
、
第
四
章
、
二
〇
一
〇
年
）。

以
下
、【
史
料
七
・
八
】
も
同
書
に
よ
っ
た
。

（
33
）
な
お
、
善
俊
が
拠
点
と
し
た
道
場
は
こ
の
頃
、
白
川
の
鳩
ヶ
谷
（「
鳩
飼
」
。
現
大

野
郡
白
川
村
鳩
谷
）
に
あ
っ
た
と
い
う
。『
岷
江
記
』
巻
一
〔
『
高
山
別
院
史
』
上
巻
〕。

（
34
）
福
井
氏
に
よ
る
デ
ー
タ
・
一
覧
表
は
註
32
福
井
論
文
九
五
～
九
七
頁
に
掲
載
さ
れ

て
い
る
。
福
井
氏
は
そ
れ
を
作
成
す
る
上
で
『
高
山
別
院
史
』
上
巻
（
一
九
八
三
年
）

な
ど
を
参
照
し
た
と
い
う
。

（
35
）
な
お
、「
善
俊
道
場
」
の
形
成
に
つ
い
て
は
、
時
期
を
よ
り
早
く
に
と
る
見
解
も
あ

る
が
、
本
稿
で
は
本
尊
裏
書
、
古
記
録
な
ど
同
時
代
に
の
こ
さ
れ
た
史
料
を
多
く

素
材
に
考
察
を
進
め
た
福
井
氏
の
見
解
に
従
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ほ
か

註
18
『
清
見
村
誌
』
上
巻
、
註
７
岡
村
論
著
、
石
原
勉
「
中
世
の
飛
驒
」
（『
朝
日

町
史
』
第
一
巻
・
第
三
章
、
一
九
九
七
年
。
第
五
・
六
節
）
も
参
照
し
た
。

（
36
）
文
亀
元
年
三
月
八
日
方
便
法
身
尊
像
裏
書
（
法
蔵
寺
所
蔵
。
長
谷
川
忠
崇
『
飛
州
志
』

巻
五
）〔
『
飛
騨
資
料
　

飛
州
志
』
岐
阜
県
郷
土
資
料
刊
行
会
〕。
こ
れ
も
福
井
氏
に

よ
る
註
32
一
覧
表
（
註
34
参
照
）
に
含
ま
れ
る
。

（
37
）
た
だ
し
、
河
上
や
岡
本
も
含
む
こ
の
あ
た
り
の
地
域
で
は
当
該
期
、
次
第
に
本
願

寺
勢
力
の
展
開
が
広
く
み
ら
れ
た
。
そ
れ
で
も
白
川
の
在
地
社
会
で
は
い
ま
、「
本

願
寺
勢
力
下
の
村
」
関
係
の
も
の
ば
か
り
が
確
認
さ
れ
、
そ
の
世
界
が
よ
り
鮮
明

に
み
ら
れ
る
こ
と
を
重
視
し
た
い
。

（
38
）
永
井
隆
之
「
戦
国
時
代
の
百
姓
思
想
」（『
戦
国
時
代
の
百
姓
思
想
』
東
北
大
学
出

版
会
、
二
〇
〇
七
年
・
初
出
二
〇
〇
一
年
）、
同
「
戦
国
時
代
の
村
落
に
お
け
る
組

織
上
の
問
題
」（
同
書
・
初
出
二
〇
〇
一
年
）、
田
口
綾
「
中
世
後
期
の
堅
田
と
そ

の
実
態
」（『
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
　

文
学
研
究
科
篇
』
四
一
、
二
〇
一
三
年
）。

な
お
、
永
井
氏
は
堅
田
の
事
例
か
ら
、
当
時
「
政
治
行
為
」「
自
治
行
為
」
を
領
主

に
委
任
す
る
「
村
」
の
方
向
性
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り
、
今
後
色
々
な

か
た
ち
・
す
が
た
の
「
村
」
を
み
て
い
く
上
で
こ
の
点
に
も
注
意
し
た
い
。

（
39
）
な
お
、
本
稿
で
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
こ
の
ほ
か
大
野

郡
で
は
同
じ
く
「
は
じ
め
に
」
で
あ
げ
た
穴
野
御
厨
の
存
在
が
知
ら
れ
る
。
同
御

厨
は
史
料
上
あ
ま
り
登
場
す
る
こ
と
が
な
く
、「
伊
勢
太
神
宮
造
替
遷
宮
事
日
食
米

処
々
注
文
」（『
神
鳳
鈔
』）〔
『
群
書
類
従
』
第
一
輯
・
神
祇
部
（
続
群
書
類
従
完
成

会
）〕
に
「
飛
騨
国
。
穴
野
御
厨
」
と
確
認
さ
れ
る
程
度
で
あ
る
。



45

東
北
文
化
研
究
所
紀
要
　

第
四
十
八
号
　

二
〇
一
六
年
十
二
月

（
40
）
拙
稿
「
近
江
国
奥
嶋
荘
・
津
田
荘
・
大
嶋
奥
津
嶋
神
社
に
み
る
「
惣
」
と
各
集
落
」

（『
民
衆
史
研
究
』
八
三
、
二
〇
一
二
年
）、
拙
稿
「
惣
村
の
社
会
と
荘
園
村
落
」（
荘

園
・
村
落
史
研
究
会
編
『
中
世
村
落
と
地
域
社
会
』（
高
志
書
院
、
二
〇
一
六
年
）。

（
41
）
拙
稿
「
摂
津
氏
領
加
賀
国
倉
月
荘
に
お
け
る
領
有
状
況
の
錯
綜
と
在
地
社
会
」（『
地

方
史
研
究
』
三
三
五
、
二
〇
〇
八
年
）、
拙
稿
「
室
町
期
・
戦
国
期
の
加
賀
国
倉
月

荘
の
「
村
」
々
と
在
地
社
会
」（『
加
能
地
域
史
』
五
八
、
二
〇
一
三
年
）。


